
 

 

 

家庭系プラスチック資源再商品化プラント建設計画 

計画段階配慮書手続及び第２分類事業に係る判定手続について 
 

項 目 内   容 

対象要件 横浜市環境影響評価条例（以下「条例」） 

第２条第３号に掲げる第２分類事業 

条例施行規則別表第１ ６ 廃棄物処理施設の建設 

計
画
段
階
配
慮
書
手
続 

計
画
段
階
配
慮
書 

配慮書の提出 [条例第８条第２項] 

提出：令和８年３月２日 

配慮書の公告 

 

[条例第９条] 

市報公告：令和８年３月13日 

広報手段：広報よこはま３月号、横浜市ホームページ、 

X（旧ツイッター） 

配慮書の縦覧・ 

公表 

[条例第９条] 

縦覧期間：令和８年３月13日～３月27日（15日間） 

縦覧場所：みどり環境局環境影響評価課、泉区役所 区政推進課 

公表等 ：環境市ホームページで配慮書の全文公表 

     横浜市中央、泉図書館で閲覧 

環
境
情
報
提
供
書 

環境情報提供書の 

提出 

［条例第10条第１項］ 

提出期間：令和８年３月13日～３月27日 

受付方法：横浜市電子申請・届出システム、郵送、持参 

提出数 ：０通 

配
慮
市
長
意
見
書 

審査会への 

意見聴取 

[条例第11条第２項] 

意見聴取：令和８年３月24日 

配慮市長意見書の 

作成 

[条例第11条第１項] 

作成：令和８年５月１日 

配慮市長意見書の 

公告 

[条例第11条第３項] 

市報公告：令和８年５月25日 

広報手段：横浜市ホームページ、X（旧ツイッター） 

配慮市長意見書の 

縦覧・公表 

[条例第11条第３項]  

縦覧期間：令和８年５月25日～６月８日（15日間） 

縦覧場所：みどり環境局環境影響評価課、泉区役所 区政推進課 

公表等 ：横浜市ホームページで配慮書の全文公表 

     横浜市中央、泉図書館で閲覧 

第
２
分
類
事
業
に
係
る
判
定
手
続 

第
２
分
類
事
業
判
定
届
出
書 

判定届出書の提出 ［第15条第１項］ 

第２分類事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより

第２分類事業の概要を書面により市長に届け出なければならない。 

提出：令和８年５月25日 

審査会への諮問 ［第15条第２項］ 

市長は、前項の規定による届出があったときは、審査会に対し、当

該第２分類事業が環境に及ぼす影響について調査審議させるため諮

問しなければならない。 

諮問：令和８年６月８日 

第４回環境影響評価審査会 
事 務 局 資 料 
令 和 ８ 年 ６ 月 ８ 日 



 

【条例対象事業】横浜市環境影響評価条例の手続の流れ 

 

 

提出 

提出 

諮問 

諮問 

審議 

意見書 

答申 
送付 

提出 

提出 

公告・縦覧※ 

45 日間 

公告・縦覧※ 

45 日間 審議 

答申 

意見陳述申出書 

提出 

提出 

提出 

提出 

提出 

送付 

市長 

提出 諮問 審議 

答申 判定 

意見書 

写し送付 

写し送付 

意見聴取 

公告※ 

通知 

縦覧 

縦覧 

参加 

意見陳述 

縦覧 

公告※ 

縦覧 

審査会 市民 

公告・縦覧※ 

15 日間 
縦覧 

環境情報 

提供書 
写し送付 

意見聴取 

判定届出書 

方法書 

周知計画書 

配慮市長 

意見見解書 

送付 

準備書 

周知計画書 

説明会開催 

提出 準備書 

意見見解書 

提出 公告・縦覧※ 

30 日間 縦覧 

工事着手届出書 

工事完了届出書 

事後調査計画書 

（工事中） 

事後調査結果 

報告書(工事中) 

事後調査結果 

報告書(供用後) 

縦覧 

配慮市長意見書 

公告・縦覧※15 日間 

配慮書 

方
法
書 

準
備
書 

判
定 

事
後
調
査
の
手
続 

配
慮
書 

評
価
書 

公告※ 

提出 事後調査計画書 

（供用後） 公告※ 

※併せて、インターネット等での公表も行います。 

縦覧 
公告・縦覧※ 

15 日間 

縦覧 公告・縦覧※ 

15 日間 

提出 
供用開始届出書 

提出 

提出 

提出 

提出 

提出 

提出 

方法市長意見書 

公告・縦覧※30 日間 

審査書 

公告・縦覧※30 日間 

準備書に対す

る意見書が提

出された場合

に限る。 

事業者 

説明会開催 参加 

評価書 

第２分類 第１分類 



 

第２分類事業に係る判定とその後の手続 

１ 判定基準 

①、②のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものと認める。

→アセス手続（※）を行う必要がある。 

※アセス手続：環境影響評価、事後調査その他手続（方法書以降の手続） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

高層建築物

の建設事業 

の実施 

（例） 

高層建築物

の建設 

アセス手続 

要 

①１以上の環境要素に係

る環境影響を受けやす

いと認められる対象の

存在 

 

②１以上の環境要素に係

る環境の保全を目的と

して法令、条例により

指定された対象の存在 

事業の特性 

アセス手続 

不要 

あり 

事業の内容が 1 以上

の（①については当

該対象の特性に応じ

て特に配慮すべき）

環境要素に係る相当

程度の環境影響を及

ぼすおそれ 

あり 

なし 

なし 

地域の特性 

または 

かつ 

規則第 15 条第１項第１号 

環 境 影 響 を 受 け や す い と 認 め ら れ る 対 象 の 存 在 
・汚染物質が滞留しやすい地域 
・人の健康の保護、生活環境の保全
についての配慮が特に必要な施設
や地域 

・自然度が高い植生の地域、野生生
物の重要な生息地や生育地 

環境の保全を目的として法令、条例に
より指定された対象の存在 
・特別緑地保全地区 
・風致地区、森林区域 
・鳥獣保護区 
・文化財    など 

規則第 15 条第１項第２号 

かつ 

相当程度の 
環境影響を 
及ぼすおそれ 

相当程度の 
環境影響を 
及ぼすおそれ 

① ② 

環境影響 判定 

判定に至るまでの流れ 



 

２ 判定後の手続 

 

 

事 業 者  横 浜 市           審 査 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１  行政手続条例上の不利益処分にあたると考えられるため、あらかじめ行政手続条例の規定に

よる弁明の機会の付与が必要になる。 

※２  行政不服審査法に基づき、審査請求、訴訟の提起ができる旨を併せて書面で通知する。 

第２分類事業 

判定届出書 
横浜市長 調査審議 

判 定 

アセス手続の要否 
(条例第 16 条第１項) 

アセス手続を行う アセス手続を行わない 

弁明の機会の 
付与の通知 

行政手続条例（※１） 

弁明書 

アセス手続を行う
必要がある旨及び
その理由を書面で

通知 
条例第 16 条第１項第１号 

（※２） 

アセス手続を行う 

アセス手続を行う必
要がない旨及びその
理由を書面で通知 
条例第 16 条第１項第２号 

配慮市長意見

見解書 

公告・縦覧 

提出 

条例第 15 条第１項 

諮問 

条例第 15 条第２項 

答申 

横浜市長       事業者 横浜市長       事業者 

通知 

必要に応じて提出 

通知 

通知 

提出 

条例第 12 条第 1 項 



 

 

 

【参考】横浜市環境影響評価条例の第２分類事業判定基準等 

 

【横浜市環境影響評価条例（抄）】 

第２章 方法書作成前の手続 

第２節 第２分類事業に係る判定 

第 15 条 第２分類事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、そ

の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地)並びに第２分類事業の名称、種類及び規模、第２分類事業が実施されるべ

き区域その他第２分類事業の概要を書面により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査会に対し、当該届出に係

る第２分類事業が環境に及ぼす影響について調査審議させるため諮問しなければ

ならない。 

第 16 条 市長は、前条第１項の規定による届出があったときは、規則で定める判

定の基準により、当該届出に係る第２分類事業についての判定を行い、環境影響

の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第１号の措置を、おそれ

がないと認めるときは第２号の措置をとらなければならない。 

(1) この条例(この章を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の

手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした

者に通知すること。 

(2) この条例(この章を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の

手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした

者に通知すること。 

 

【横浜市環境影響評価条例施行規則（抄）】 

第２章 方法書作成前の手続 

第２節 第２分類事業に係る判定 

 (第２分類事業の判定基準等) 

第 15 条 条例第 16 条第１項(同条第２項及び第 40 条第２項において準用する場

合を含む。)の規定による判定については、当該判定に係る第２分類事業が次の

各号のいずれかに該当するときは、条例第２条第１号の環境影響(以下「環境影

響」という。)の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。 

 

(1) 環境情報及び地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第

２分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の１以上

の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けやすいと認

められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、

かつ、当該第２分類事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要

素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。 

 

ア 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その

他の汚染物質が滞留しやすい地域 

イ 学校、病院、住居が集合している地域その他の人の健康の保護又は生活環境

の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域 

ウ 自然度が高い植生の地域又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地 

 

裏面あり 



 

 

 

(2) 当該第２分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他

の１以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令又は条例により指定され

た対象が存在し、かつ、当該第２分類事業の内容が当該環境要素に係る相当程度

の環境影響を及ぼすおそれがあること。 

 

ア 首都圏近郊緑地保全法(昭和 41 年法律第 101 号)第３条第１項の規定により

指定された近郊緑地保全区域 

イ 都市緑地法(昭和 48 年法律第 72 号)第 12 条第１項の規定により定められた

特別緑地保全地区の区域 

ウ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第８条第１項第７号の規定により定め

られた風致地区の区域 

エ 森林法(昭和 26 年法律第 249 号)第５条第２項第１号の規定により定められ

た森林の区域 

オ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和 44 年法律第 58 号)第８条第２項第１

号の規定により定められた農用地等として利用すべき土地の区域 

カ 緑の環境をつくり育てる条例(昭和 48 年６月横浜市条例第 47 号)第６条第１

項の規定により指定された保存すべき緑地(告示が行われた市民の森及びふれあ

いの樹林に限る。) 

キ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法律第 88 号)第 28 条

第１項の規定により指定された鳥獣保護区の区域 

ク 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 27 条第１項の規定により指定され

た重要文化財(建造物に限る。)又は同法第 69 条第１項の規定により指定された

史跡、名勝若しくは天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合

における当該種及び標本を除く。) 

ケ 神奈川県文化財保護条例(昭和 30 年神奈川県条例第 13 号)第４条第１項の規

定により指定された神奈川県指定重要文化財(建造物に限る。)又は同条例第 31

条第１項の規定により指定された神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しく

は神奈川県指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合にお

ける当該種及び標本を除く。) 

コ 横浜市文化財保護条例(昭和 62 年 12 月横浜市条例第 53 号)第６条第１項の

規定により指定された横浜市指定有形文化財(建造物に限る。)又は同条例第 40

条第１項の規定により指定された横浜市指定史跡、横浜市指定名勝若しくは横

浜市指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合における当

該種及び標本を除く。) 

 


